
国 民 健 康 保 険 制 度 改 革 の 概 要 

～平成３０年度から都道府県と市町村が共同で国保を運営～ 

 

  

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 増大する医療費     

 ⑫約30兆円 → ㉗約42兆円（毎年約１兆円増加） 

○ 市町村国保が抱える主な構造的課題 

① 年齢構成が高く、医療費水準が高い 

② 所得水準が低く、保険料負担が重い 

 

 

 
 

 

③ 赤字等の補填のため、毎年、一般会計から多額の繰り入れ 

・全国の市町村の決算補填等のための法定外繰入額：約3,000億円 

④ 市町村間の格差（県内） 

・医療費：1.30倍、所得：1.76倍、保険料：1.49倍  

＜主な経緯＞ 

Ｈ24年8月22日  社会保障制度改革推進法の成立 

（医療は社会保険制度を基本とし、国民皆保険制度を維持） 

Ｈ25年8月6日   社会保障制度改革国民会議報告書の提出 

（①財政基盤の安定化、保険料負担の公平性確保、②国保の都道府県移行） 

Ｈ25年12月 5日  社会保障制度改革プログラム法の成立 

（国保制度改革の検討項目と改革の実施時期を明示） 

Ｈ26年1月31日  国保基盤強化協議会(国と地方３団体)での検討開始 

（①財政上の構造問題の分析と解決方策、②都道府県と市町村の役割分担） 

Ｈ27年2月12日  国保基盤強化協議会 議論のとりまとめ       

5月27日   法案可決・成立 

5月29日  法律公布・順次施行 

 

制度改革の背景 制度改革の概要 

毎年約3,400億円の財政支援の拡充により、財政基盤を強化 

＜27年度から実施＞ 

○ 保険者支援制度の拡充         約 1,700億円 

低所得者が多い保険者の財政基盤強化のため、保険料の軽減対象と

なる低所得者数に応じた自治体への財政支援を拡充 

○ 財政安定化基金の創設（活用は㉚～） 

予期しない給付増や保険料収納不足により財源不足となった場合に

備え、基金を創設 

※ 最終2,000億円規模を積立（32年度末まで） 

＜30年度から実施（案）＞      約 1,700億円 

○ 国調整交付金の拡充 （700～800億円規模） 

自治体の責めによらない要因（※）による医療費増・負担への対応 

※ 精神疾患に係る医療費、子どもの被保険者、非自発的失業者 等 

○ 保険者努力支援制度の創設 （700～800億円規模） 

医療費の適正化に向けた取組等を行う自治体を支援 

※ 国は指標として特定健診・特定保健指導の実施率、後発医薬品 

使用割合、保険料収納率等を検討 

○ 超高額医療費共同事業の拡充 （数十億円規模） 

著しく高額な医療費に対する医療費共同事業への財政支援を拡充 

○ 県も保険者として位置づけ、市町とともに国保を運営 

○ 県が、財政運営の責任主体となり、国保運営に中心的な役割 

○ 県が、国保運営方針を策定し、市町が担う事務の標準化・広域

化・効率化を推進 

○ 市町は、引き続き、資格管理、保険料の決定・賦課・徴収、保

険給付、保健事業等を実施 
 

 

（主な役割分担）                ※網掛けが県の役割 

区 分 主な役割 現行 改 革 後 

①財政運営 

・市町毎の納付金を決定し、標

準保険料率を算定・公表 

・給付費用を全額、市町に対し

て支払い 

・財政安定化基金の設置・運営 
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②保険料の決定 

賦課・徴収 

・標準保険料率を参考に保険料

を決定、賦課・徴収 
市町 市町 

③資格管理 
・被保険者証の発行等の資格の

管理 
市町 市町 

④保険給付 
・保険給付の決定・点検、個々

の事情に応じた窓口負担減免 
市町 市町 

⑤保健事業 
・被保険者の特性に応じた、き

め細かな保健事業の実施 
市町 市町 

 

１ 公費拡充による財政基盤の強化 ２ 運営の在り方の見直し 

※ 保険料／所得 

65～74歳
の割合

医療費 平均所得
保険料

負担率（※）

国保 37.8％　 33.3万円　 86万円　 9.9％　

健保組合 3.0％　 14.9万円　 207万円　 5.7％　

資料２－１ 



②公費・前期高齢者
交付金

①Ａ市の医療費総額

現行制度

所得割 均等割
（被保険者割）

平等割
（世帯割）

保険料収納必要総額を応能、応益に按分し、賦課

新制度

②公費・前期高齢者交付金

①兵庫県全体の医療費総額

Ｂ
市

・・・ Ｈ
町

保険料の算定方法（イメージ）

Ａ
市

Ａ市
兵庫県

1
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資産割

納付金の
割り付け

納付金の
支払い

③
納
付
金
総
額

年度途中に医療費が伸びた場合は、

法定外一般会計繰入や財政調整基金の取崩し等により対応

③
保
険
料
収
納

必
要
総
額

年度途中に医療費が伸びた場合は、

県が財政安定化基金から貸付を受け対応

市 町

納付金額をもとに保険料を算定（同左）

応能 応益


